
第８ 住民投票の請求権者（発議権者）及び署名要件

住民投票条例では、住民が一定数の署名を収集し、市長に対して住民投票を請求するのが一

般的である。また、住民以外にも、議会が市長に対して住民投票を請求できる制度や、市長が

自ら住民投票を発議できる制度としている例もある。本市においても、議会からの請求や市長

自らの発議による住民投票をどのように整理するのか、検討が必要である。

また、住民からの請求による住民投票に要する署名数については、人口規模、住民投票の性

質、効果、住民投票の濫用防止の観点等を踏まえて決定する必要がある。

どのような制度設計とするかについては、各自治体の考え方によるものである。

論点整理

１ 議会からの請求による住民投票及び市長自らの発議による住民投票

住民投票は、住民が住民投票を請求する制度である。そのため、住民が住民投票を請求で

きることに異論はない。しかし、議会が住民投票を請求することや市長が自ら住民投票を発

議することについては、どのような制度とするのか、検討が必要である。

≪地方自治法上の論点≫

○ 議会及び長は、それぞれ議案の提出権がある（地方自治法第１１２条、第１４９条）。また、

常任委員会等についても、同様である（同法第１０９条第７項、第１０９条の２第５項、第

１１０条第５項）。

これらの機関については、仮に住民投票条例上に住民投票の請求権や発議権を設定しない

場合であっても、住民投票条例を議案として提出し、出席議員の過半数の賛成による議決で

議案を可決し、住民投票を実施することが可能である。

そのため、住民投票条例に議会の議決を経ることを要件とした住民投票の請求権又は発議

権を設定する場合については、法律と条例との規定の関係等について整理が必要となる。

○ 議会の議事は、原則、出席議員の過半数でこれを決する（地方自治法第１１６条）ことと

されており、これ以外の議決（例えば、３分の２以上の特別多数議決や４分の１以上の議決）

を条例により設定することについては、法令上及び実務上からの検討が必要となる。

○ 議会の議決によらない住民投票の請求権又は発議権を設定する場合であっても、このよう

な要件については、条例上規定する必要があると考えられる。これには、例えば、議会から

の請求権について特定の要件を満たした場合に市長に請求できる制度、市長の発議権につい

て特定の要件を課することなく単独で発議できる制度等が考えられる。

このような要件についても、法令上及び実務上からの検討が必要となる。

検討内容

１ 議会からの請求による住民投票及び市長自らの発議による住民投票

２ 住民からの請求による住民投票に必要な署名数



≪条例に議会からの請求権や市長の発議権を設定する考え方≫

○ 住民投票条例に議会からの請求権や市長（自ら）の発議権を設定しないとすれば、議会や

市長が住民投票を実施したい場合には、その都度、個別設置型条例の議案を提出する必要が

ある。住民投票を実施する案件は「市政の重要な課題」であることから、住民投票の対象と

する課題の議論と制度設計の議論とが複雑に絡まり、住民投票が実施できない場合が考えら

れる。

○ 将来に大きな影響を与える「市政の重要な課題」について、議会と市長との意見の調整が

図れない場合や住民の総意を明確に把握する必要がある場合に、議会や市長からの提案によ

り、速やかに住民投票を行う必要があると考えられる。

≪条例に議会からの請求権や市長の発議権を設定しない考え方≫

○ 現行の地方自治法の規定により、議会は、議員定数の１２分の１以上の賛成をもって住民

投票条例を議案として提出し、出席議員の過半数の賛成による議決で議案を可決し、住民投

票を実施することができる。また、常任委員会等についても、議案の提出権がある。

○ 現行の地方自治法の規定により、市長は、議会に住民投票条例を議案として提出し、出席

議員の過半数の賛成による議決で議案を可決し、住民投票を実施することができる。

○ 議会は議決等により、市長は議決、予算の執行等により、それぞれ権限を行使することが

できる。間接民主制を補完する住民投票制度である場合、議会や市長は一定の意思決定権を

有しており、権力の濫用を防止する観点から、住民からの請求に限定することが望ましい。



２ 住民からの請求による住民投票に必要な署名数

常設型の住民投票制度を設けている他市町村の例では、投票資格者総数の１０分の１から

３分の１までの間で、住民投票の請求に必要とする署名数が設定されている。署名数につい

ては、実際に収集が可能であり、かつ、濫用を防止することができるといった観点から、署

名数を設定する必要がある。

人口規模が小さい市では署名数を相対的に高く、人口規模が大きな市では署名数を相対的

に低く設定する傾向が見られる。人口規模が大きくなるにつれ、収集しなければならない署

名の絶対数は多くなる。

高い署名数を設定した場合、住民投票に必要となる署名収集数の要件を満たすことができ

ず、結果として、住民投票制度が機能しないことも想定される。また、低い署名数を設定し

た場合、住民投票の請求が頻発することも想定される。

絶対数により署名収集数を規定する手法も考えられる。絶対数による規定は、住民にとっ

て分かりやすく、また、必要となる署名数の告示がその都度必要とされないことから、事務

的にも簡便である。その反面、人口の増減その他の社会情勢の変化により絶対数を見直す必

要が生じた場合に、一般的には例規の改正を含めた対応が必要とされる。

（他市町村署名設定例）

川崎市 （人口 １，４３８，１７０人） １０分の１以上

広島市 （人口 １，１８３，４４６人） １０分の１以上

坂戸市 （人口 １０１，０８４人） ６分の１以上

逗子市 （人口 ５８，０５３人） ５分の１以上

岸和田市 （人口 ２０１，９２５人） ４分の１以上

大和市 （人口 ２３０，８６８人） ３分の１以上

苫小牧市 （人口 １７４，３５５人）

※ 人口は、平成２４年７月３１日現在（一部、平成２４年８月１日現在）

（本市における直接請求等に係る必要署名数）

苫小牧市 （選挙権を有する者 １４２，６００人）

条例の制定・改廃、監査の直接請求 ５０分の１以上（ ２，８５２人）

合併協議会の設置請求 ６分の１以上（２３，７６７人）

議会の解散・長等の解職請求 ３分の１以上（４７，５３４人）

※ 選挙権を有する者は、平成２４年９月２日現在（選挙人名簿定時登録日現在）
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住民からの請求による住民投票に要する署名数についての他市町村規定例

○ 川崎市住民投票条例（平成２０年条例第２６号）（抄）

（発議又は請求）

第４条 投票資格者は、その総数の１０分の１以上の者の連署をもって、住民投票を発議し、

その代表者から、市長に対し、その実施を請求することができる。

２～４ ≪略≫

○ 川崎市住民投票条例逐条説明書 第４条関係（抜粋）

【説明】

○本条では、自治基本条例第３１条の規定に基づき、投票資格者（住民）、議会、市長の三者が

発議できること及びそれぞれの発議に係る要件等を定めている。

＊第１項関係

○投票資格者は、条例第６条第１項に基づく請求代表者たる資格の確認を受け、発議に必要と

される署名を収集した上で、市長に住民投票の実施を請求できるとしている。投票資格者の

発議は、個々の投票資格者の単独の権利ではなく、署名要件に基づく相当数の投票資格者の

集合的行為（合同行為）として認められているものである。なお、実際に投票が実施される

には、議会への協議を経る必要がある（条例第１１条参照）。

○投票資格者の発議に必要な署名者数については、他の自治体の事例や本市における過去の直

接請求等の署名の実績などを参考として、実際に署名収集が可能な数であり、また、発議の

乱発防止という点も十分に考慮し、投票資格者総数の１０分の１以上としている（署名期間

については、条例第７条④参照）。

○請求代表者は、「住民投票実施請求書」（規則第１号様式。以下「実施請求書」という。）に「住

民投票実施請求者署名簿」（規則第４号様式。以下「署名簿」という。）と「住民投票実施請

求署名収集証明書」（規則第６号様式）を添えて、条例第１０条第５項に規定する区選挙管理

委員会からの署名簿の返付を受けた日から５日以内に、市長に対して住民投票の実施請求を

行わなければならないとしている（規則第１１条①関係。なお、実施請求書は、代表者証明

書の交付の際に請求代表者に返付される。）。この場合、５日目が市の休日（土日、祝日及び

１２月２９日から１月３日）に当たるときは、川崎市の休日を定める条例第２条の規定によ

り、その翌日が実施請求の期限となる。

○市長は、請求代表者からの実施請求を受理したときは、その旨を請求代表者に通知すること

としている（規則第１１条④関係）。ただし、次の事項に該当する場合は、請求代表者からの

請求を却下することとしている（規則第１１条②③参照）。

 署名簿の有効署名の数が必要署名者数に達していないとき

 実施請求の期間を経過しているとき

 市長が３日以内の期限を付けて補正を求めたにもかかわらず、請求代表者が期限までに補

正をしないとき

参考資料８－１



＊第２項関係～＊第４項関係 ≪略≫

○ 広島市住民投票条例（平成１５年条例第２号）（抄）

（市民からの請求による住民投票）

第５条 投票資格者は、規則で定めるところにより、前条第 1 項各号に掲げる者の総数の１０

分の１以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対し、重要事項について住民投票

を実施することを請求することができる。

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。

○ 広島市議会議事録（平成１５年 第１回 ２月定例会 ２月２８日）（抜粋）

◎企画総務局長

住民投票条例関係の御質問にお答えいたします。

≪中略≫

次に，請求がなぜ投票資格者の１０分の１かという点でございます。

市民からの住民投票実施の請求要件の設定に当たりましては，乱用を避ける意味からも，容

易に請求可能な低い設定であってはいけないこと，また，一方では，関心の高い重要事項につ

いて，実際，請求可能なレベルのものでなければならないと考えまして，法的拘束力のある市

町村の合併の特例に関する法律の住民投票の要件は有権者の６分の１であること，これは本市

に換算すると１５万人ぐらいになります。それから，地方自治法で定める条例制定改廃の直接

請求要件は，有権者の５０分の１であること，本市では約２万人です。平成１１年１月，徳島

県徳島市において，地方自治法に基づく直接請求による吉野川の可動堰計画の是非を問う住民

投票条例を制定するために行われた署名活動では，１カ月間で１０万１０００人の署名が集ま

っていること，１０万１０００人は本市では投票資格者の約１１％に相当します。こういった

ことを勘案しまして投票資格者の１０分の１といたしております。

次は，投票資格者は，なぜ１８歳以上としたかという点でございますが，１８，１９歳は経

済的な自立が可能な年齢で，判断能力も十分あること，また，若者にも市政を担う立場で参画

していただく必要があるとの考えから対象といたしました。また，参政権の年齢が欧米の先進

国においては１８歳以上とされていることも勘案いたしております。

≪以下 略≫

○ 岸和田市住民投票条例（平成１７年条例第２６号）（抄）

（住民投票の請求手続等）

第４条 第７条第２項の規定による投票資格者名簿に登録されている投票資格者は、その総数

の４分の１以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、重要課題について住民

投票を実施することを書面により請求することができる。

２～５ ≪略≫



○ 岸和田市自治基本条例逐条解説 第２０条関係（抜粋）

 「その総数の４分の１以上の者の連署」という要件

地方自治法第７６条（議会の解散請求）、第８０条（議員の解職請求）、第８１条（長の解職

請求）では、原則として「その総数の３分の１以上」のものの連署で、選挙管理委員会にそれ

ぞれ請求することができ、請求があれば住民投票をしなければならないとあります。法律の規

定上、市民からの直接請求の要件で、これが最も高いハードルといえます。

一方で、市町村の合併の特例等に関する法律第４条では、「その総数の５０分の１以上」のも

のの連署で合併協議会の設置を請求することができますが、その請求を議会で否決され、しか

も長が選挙管理委員会に住民投票を請求しなかった場合、今度は、「その総数の６分の１以上」

のものの連署で住民投票を請求した場合、必ず住民投票をしなければならないことになります。

これは、法律上、最も低いハードルとなっています。

岸和田市が規定しようとする住民投票は、諮問型の住民投票であり、決定型、諮問型の違い

はありますが、上記の事例から軽重を判断しますと、解散したり、職を失うことになる「３分

の１」の要件よりはハードルを低くすべきと考えます。

ただし、協議を始める協議会の設置にとどまる「６分の１」の要件よりは、実質的に課題の

是か否かを問う住民投票については、それよりハードルを高くすべきと考えられ、これらのこ

とから、軽重を判断すれば「その総数の４分の１以上」が妥当であると判断しました。

○ 大和市自治基本条例（平成１６年条例第１６号）（抄）

（住民投票の請求等）

第３１条 本市に住所を有する年齢満１６年以上の者は、市政に係る重要事項について、その

総数の３分の１以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請

求することができる。

２～６ ≪略≫

○ 大和市自治基本条例逐条解説 第３１条関係（抜粋）

・第１項について

≪中略≫

住民からの住民投票実施の請求に必要な署名の数は、地方自治法の規定にある市長等の解職

（リコール）請求に準じ「３分の１以上」としています。これはかなりハードルの高い数です

が、その数が集まれば第４項にあるとおり、市長や市議会の判断とは関係なく住民投票が実施

されること、住民投票は市の将来を左右する重大な事項を対象として実施されなければならな

いこと、また、それくらいの数の署名がなければ、前条に定めた、住民投票の結果の尊重義務

も生かされないという理由からです。
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の

存
続

・
機

能
維

持
を

求
め

る
要

望
書

苫
小

牧
地

区
技

能
士

協
会

平
成

2
2
年

4月
1
3
日

1
3
,
9
6
1

市
道

、
勇

払
・

沼
ノ

端
間

勇
払

１
４

９
番

地
よ

り
勇

払
１

４
２

番
地

ま
で

の
道
路
整
備
お
よ
び
安
全
対
策
を
求
め
る
請
願
書

安
全

な
道

路
を

考
え

る
会

平
成

2
3
年

1月
2
6
日

4
5
6

女
性

の
生

命
と

健
康

を
守

る
政

策
の

継
続

を
！

公
明

党
苫

小
牧

支
部

平
成

2
2
年

1
2月

6
日

8
,
5
9
2

障
害

者
の

就
労

の
場

を
創

る
事

を
求

め
る

陳
情

書
個

人
７

人
平

成
2
3
年

5月
3
1
日

7

現
沼

ノ
端

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

ス
タ

ッ
フ

様
の

継
続

と
読

み
聞

か
せ

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

「
お

は
な

し
く

ま
さ

ん
」

存
続

の
嘆

願
署

名
読

み
聞

か
せ

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

グ
ル

ー
プ

「
お

は
な

し
く

ま
さ

ん
」

平
成
2
3
年
1
1
月
1
7
日

8
8

放
射

性
物

質
を

帯
び

た
廃

棄
物

を
北

海
道

で
処

分
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

ク
リ

ー
ン

北
海

道
の

会
平

成
2
4
年

1月
1
0
日

3
,
5
4
6

子
供

た
ち

を
内

部
被

ば
く

か
ら

守
る

た
め

に
、

学
校

給
食

及
び

保
育

園
給

食
の
食
材
の
放
射
能
検
査
を
求
め
る
要
望
書

サ
ー

ク
ル

Ｗ
Ｉ

Ｓ
Ｈ

平
成

2
4
年

4月
1
3
日

2
,
5
4
8

苫
小

牧
市

立
は

な
ぞ

の
幼

稚
園

存
続

に
関

す
る

請
願

署
名

苫
小

牧
市

立
は

な
ぞ

の
幼

稚
園

Ｐ
Ｔ

Ａ
平

成
2
4
年

9月
4
日

1
1
,
1
6
4

参
考

資
料
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関 係 法 令 抜 粋

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）（抄）

第１０９条 ①～⑥ ≪略≫

⑦ 常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事

務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、こ

の限りでない。

⑧・⑨ ≪略≫

第１０９条の２ ①～④ ≪略≫

⑤ 前条第５項から第９項までの規定は、議会運営委員会について準用する。

第１１０条 ①～④ ≪略≫

⑤ 第１０９条第５項から第８項までの規定は、特別委員会について準用する。

第１１２条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を

提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

② 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の１２分の１以上の者の賛成

がなければならない。

③ 第１項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

第１４９条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

 予算を調製し、及びこれを執行すること。

 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科する

こと。

 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。

 会計を監督すること。

 財産を取得し、管理し、及び処分すること。

 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。

 証書及び公文書類を保管すること。

 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

参考資料８－３


